
 令和８年版　九度山町
　お亡くなりになられた方が下記の事項に該当する場合は、「必要なもの」をご確認のうえ、手続きをお願いします。
　下記以外にも他の手続きが必要となる場合があります。
【町の手続き】

□

□

□

□ 資格確認書

または資格 □

情報のお知ら

□

□

□

□

□

□ 精神障害者

保健福祉手帳

□

□

死亡届に伴う手続きについて

主な手続きの種類 説　　明 必要なもの 手続き窓口
印鑑登録証 死亡された方の印鑑登録は廃止となります。手続き及びカードの返納は必要ありません。

個人番号カード

（マイナンバーカード）

亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ

（世帯主の方が亡くなった時は加入者全員の資格確認

書または資格情報のお知らせ）

高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受

療証をお持ちの場合はご返却ください。

せ 世帯主の通知カードまたはマイナンバーカード

（世帯主の方が亡くなった場合は、新世帯主と加入者

全員分必要）

国民健康保険の被保険者が亡くな 喪主の方の振込口座のわかるもの

った場合、葬祭を行った方に葬祭費

が支給されます。

後期高齢者医療資格確認書

後期高齢者医療保険の資格喪失の 代表相続人の振込口座のわかるもの

手続きを行ってください。 特定疾病療養費受領証等をお持ちの場合はご返却

ください。

手帳をお持ちの方は、返還の手続き

を行ってください。

自立支援医

療受給者証

（精神通院）

社会保険・

共済組合等

共通 住民課
住民係手続き及びカードの返納の必要はありません。

□ 葬祭費
□ 喪主の方の通知カードまたはマイナンバーカード

□ 資格確認書

□ 葬祭費
後期高齢者医療保険の被保険者が
亡くなった場合、葬祭を行った方に
葬祭費が支給されます。

□ 喪主の方の振込口座のわかるもの

障
が
い
福
祉

□ 精神障害者保健福祉手帳

受給者証を交付された方は、返還の
手続きを行ってください。

□ 自立支援医療受給者証（精神通院）

勤務先にお問い合わせください。

健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

国民健康保険の資格喪失の手続き
を行ってください。世帯主が亡くなっ
た場合で、世帯員に国保の被保険
者がいる場合は、世帯主変更の手
続きを行ってください。

住民課

保健衛生係
後
期
高
齢
者
医
療
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主な手続きの種類 説　　明 必要なもの 手続き窓口

亡くなった方の年金手帳または年金証書

国民年金加 請求者の通知カードまたはマイナンバーカード、本人

入者 確認書類

請求者の振込口座のわかるもの

国民年金受 年金の資格喪失の手続きを行ってく 請求関係については、添付書類や請求者の範囲等

給者 ださい。 について担当窓口にお問い合わせください。

年金の加入状況等により手続き先が異なりますので、お近くの年金事務所または担当課まで

お問い合わせください。

戸籍謄本や住民票の取得が必要な場合がありますので、証明書発行手数料をご持参くだ

さい。

農業者年金受給者の 年金の死亡届を行ってください。（未支給年金の請求等）

方 必要書類については、お近くのJAにお問い合わせください。

管轄の法務局にて手続きを行ってください。 和歌山地方法務局

必要書類については、管轄の法務局にお問い合わせください。 　橋本支局

農地の相続 農業委員会への届出が必要です。

森林の土地の所有者届出書

森林の土地の位置を示す図面

土地の権利を取得したことがわかる書類の写し

印鑑

国
民
年
金

年金の資格喪失の手続きを行ってく
ださい。（加入・納付状況により、死
亡一時金、遺族基礎年金等を請求）

□ 厚生年金・共済年金

最寄りのJA

□ 相続登記の申請

産業振興課

農業委員会係
林政係

□ 森林の相続 届出の手続きをお願いします。

年金

福祉課

福祉係

土
地
・
家
屋
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主な手続きの種類 説　　明 必要なもの 手続き窓口
名義人の方が亡く 承継の手続き、または退去の手続き

なった場合 を行ってください。

同居者の方が亡く 同居者変更の手続きを行ってくださ

なった場合 い。

相続人代表者指定の手続きを行っ

土地、家屋等の固定 てください。

資産をお持ちの方 未登記家屋がある場合は、家屋名 同一世帯以外の相続人の方がお越しいただく場合、

義変更届も提出してください。 相続関係が確認できる書類（戸籍謄本等）

町民税が課税される 相続人代表者指定の手続きを行っ

（されていた）方 てください。

ナンバープレート

廃車、名義変更の手続きを行って 届出人の本人確認書類

ください。 同一世帯以外の相続人の方がお越しいただく場合、

相続関係が確認できる書類（戸籍謄本等）

町税の納税義務者

の方がなくなった

場合

口座振替 亡くなった方の口座から町税等を口座振替していた場合、口座の変更等が必要となります。

飼い犬の飼い主の方

が亡くなった場合

お住まいの住宅が空

家等になる場合

町営
住宅・
地域
優良
賃貸
住宅

□ 印鑑

建設課

□ 印鑑

□ 届出人の本人確認書類

□ 届出人の本人確認書類

□ １２５ccまでのバイク・
小型特殊自動車を登
録されている方

町税の納付状況について確認してください。

登録事項変更（所有者氏名、住所、電話番号）の届出を行ってください。 住民課
保健衛生係

空家等の管理または活用についてご相談ください。 企画公室

そ
の
他

税務課
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主な手続きの種類 説　　明 必要なもの 手続き窓口
介護保険の資格喪失の手続きを

行ってください。

介護認定を申請中の場合は、取下げ

届のご提出が必要な場合があります。

乳幼児医療費助成 死亡された方が受給者または対象児

子ども医療費助成 童であった場合に届出が必要です。

死亡された方が受給者または対象児 受給者証

童であった場合に届出が必要です。 戸籍謄本

死亡された方が受給者の場合、ひと 資格確認書または資格情報のお知らせ

り親家庭医療費受給資格認定申請 （親または養育者・子）

の手続きが必要な場合があります。　 申請者の通帳

１８歳未満の児童を扶養してい 対象者及び同居家族の通知カードまたはマイナンバー

るひとり親家庭の父または母と カード、本人確認書類

その子どもの医療費を助成しま これ以外にも書類が必要となる場合、または省略でき

す。 る場合がありますのでお問い合わせください。

児童手当 死亡された方が受給者、配偶者ま

児童扶養手当 たは対象児童であった場合に届出 証書（児童手当、特別児童扶養手当は除く）

特別児童扶養手当 が必要です。 詳しくはお問い合わせください。

保育園園児と同居の

方が亡くなった場合

身体障害者手帳

療育手帳

印鑑

自立支援医療受給者証（更生医療）

障害福祉サービス受給者証

児童通所受給者証

地域生活支援事業受給者証

重度心身障害児（者）医療費受給者証

特別障害者手当 受給者の方の死亡の手続きを行っ 死亡を証明するもの

障害児福祉手当 てください。 印鑑

死亡された方が加入者、受給権者

または年金管理者であった場合に 死亡を証明するもの
届出が必要です。 詳しくはお問い合わせください。

□ 介護保険

□ 介護保険被保険者証等
福祉課
介護保険係

□ 代表相続人の振込口座のわかるもの

□ 各種受給者証

□

□ 変更届等を提出してください。 □ 支給認定証

□
各種障がいなどの手
帳

各種手帳をお持ちの方は、返還の手
続きを行ってください。

□ 各種受給者証
各受給者証を交付された方は、返還
の手続きを行ってください。

□ 障害者扶養共済
制度

子
ど
も
関
連

福祉課

□
ひとり親家庭医療費
助成

障
が
い
福
祉
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主な手続きの種類 説　　明 必要なもの 手続き窓口

死亡した遺族または葬祭等を行った

方に５０，０００円の弔慰金を支給し

ます。

水道・公共下水道使 使用者変更、または使用終了の手

用者の方が亡くなっ 続きを行ってください。

た場合

使用者人数変更等の手続きを行っ

農業集落排水処理 てください。

施設使用者世帯の 農業集落排水処理施設の使用

方が亡くなった場合 料は人数割料金を採用していま

すので、世帯人数により使用料

が変わります。

井戸水を公共下水道 井戸水の使用人数変更の手続きを

に排出している世帯 行ってください。

の方が亡くなった場合

（持ち家で浄化槽が 引き続き浄化槽を使用される場合は

設置されている方） 浄化槽管理者の変更の届出を行っ

浄化槽管理者の方が てください。

亡くなった場合

□ 死亡弔慰金

□ 申請者の振込口座のわかるもの

福祉課

□ 印鑑

□ 使用（開始・中止）届または名義変更届
（届出書は上下水道課にあります。）

農業集落排水処理施設使用人数変更届
（届出書は上下水道課にあります。）

公共下水変更届出書
（届出書は上下水道課にあります。）

□ 浄化槽管理者変更報告書
（報告書は住民課にあります。）

住民課

水
道
・
下
水
道

上下水道課
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【役場以外の手続き】

主な手続きの種類 手続き窓口 電話
橋本警察署 ０７３６－３３－０１１０

かつらぎ警察署 ０７３６－２２－０１１０

所得税・相続税等※死亡した年の収入の申告

が必要な場合があります。

運転免許証の返還

軽自動車の名義変更・廃車等 軽自動車検査協会（和歌山事務所） ０５０－３８１６－１８４６

普通自動車・小型二輪・軽二輪の名義変更・廃車等 和歌山運輸支局 ０５０－５５４０－２０６５

県営住宅に入居中の方 和歌山県住宅供給公社県営住宅グループ ０７３－４２５－６８８５

県税関係 紀北県税事務所（那賀総合庁舎内） ０７３６－６１－００６７

雇用保険（失業保険）受給中の方 ハローワーク橋本（橋本地方合同庁舎） ０７３６－３３－８６０９

粉河税務署 ０７３６－７３－３３０１

特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方

橋本保健所　保健課 ０７３６－４２－５４４０

クレジットカードの失効手続き クレジット会社にお問い合わせください。

生命保険の請求等 加入している生命保険会社にお問い合わせください。

電気・ガス・電話などの精算・名義変更 領収書等に記載されている会社にお問い合わせください。

預金のお手続き等 金融機関にお問い合わせください。

携帯電話の解約 各携帯電話会社にお問い合わせください。

国
・
県
等
へ
の
お
手
続
き

官公庁
以外へ
の手続
き
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